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○香川県野営場規則 

平成17年８月26日規則第86号 

改正 

平成31年３月19日規則第12号 

令和３年７月15日規則第73号 

令和５年９月26日規則第37号 

香川県野営場規則をここに公布する。 

香川県野営場規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、香川県野営場条例（昭和42年香川県条例第２号）第５条第６項及び第11条の

規定に基づき野営場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 次に掲げる施設を利用することができる時間は、午前９時から午後５時までとする。ただ

し、野営地を宿泊して利用する場合は、午後０時から翌日（連泊して利用する場合にあっては、

その最終日）の午前11時までとする。 

(１) 県民いこいの森野営場の次に掲げる施設 

ア 野営地 

イ 大滝大川自然公園センター 

ウ 自然学習館 

エ レストハウス 

(２) 大川山野営場の次に掲げる施設 

ア 野営地 

イ 自然学習館 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、野営場の各施設を利

用することができる時間を変更することができる。 

（利用することができない日） 

第３条 前条第１項各号に掲げる施設を利用することができない日は、次のとおりとする。 

(１) ７月、８月及び９月を除く毎週火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日後においてその日

に最も近い休日でない日） 
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(２) 12月28日から翌年の１月４日までの日 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、利用することができ

ない日を変更し、又は利用することができない日を設けることができる。 

（行為の許可） 

第４条 野営場において、次に掲げる行為をしようとする者は、野営場内行為許可申請書（第１号

様式）を知事に提出してその許可を受けなければならない。 

(１) 物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為 

(２) 募金、署名運動その他これらに類する行為 

(３) 映画会、競技会、展示会その他これらに類する催しのために野営場の全部又は一部を独占

して利用すること。 

２ 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、野営場内行為変更許

可申請書（第２号様式）を知事に提出してその許可を受けなければならない。 

３ 知事は、前２項の許可に野営場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 

（利用の禁止又は制限） 

第５条 知事は、野営場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は野

営場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、野営場を保全し、又はその

利用者の危険を防止するため、野営場の利用を禁止し、又は制限することができる。 

（行為の禁止） 

第６条 野営場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 野営場を損壊し、又は汚損すること。 

(２) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

(３) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。 

(４) 指定された場所以外の場所で野営をすること。 

(５) 指定された場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。 

(６) 他の野営場の利用者に迷惑をかける行為 

（利用者に対する指示等） 

第７条 知事は、野営場の管理のため必要があると認めるときは、野営場を利用する者に対し、野

営場の管理上必要な指示をすることができる。 

２ 知事は、野営場を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、野営場からの退去その

他野営場の管理上必要な事項を命ずることができる。 
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(１) この規則の規定に違反したとき。 

(２) 前項の規定による指示に従わなかったとき。 

（指定管理者による管理の基準等） 

第８条 香川県野営場条例第５条第６項の規則で定める管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に野営場の運営を行うこと。 

(２) 野営場の維持管理を適切に行うこと。 

(３) 業務に関して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 

２ 香川県野営場条例第５条第６項の規則で定める業務は、野営場の維持管理及び利用料金の収受

に関する業務その他の運営に関する業務とする。 

３ 指定管理者が前項に規定する業務を行う場合における第５条及び前条の規定の適用については、

これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。 

４ 野営場の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第２条、第３条及び次条に規定

する事項については、これらの規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて

定めるところによることとする。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、野営場の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月19日規則第12号） 

１ この規則は、平成31年７月１日から施行する。 

２ 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 

附 則（令和３年７月15日規則第73号） 

１ この規則は、令和３年９月１日から施行する。 

２ 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和５年９月26日規則第37号） 

１ この規則は、令和５年９月29日から施行する。 

２ 改正前の香川県野営場規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。 



4/5 

第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 

 


